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午前１０時００分 開会

○土光委員長 ただいまから民生教育委員会を開会します。

本日は執行部から２件の報告がございます。

今日の議事日程、事前にお配りしている報告案件ということで、１番、２番。それから、

この後、執行部退席の後に協議事項が２件あります。そういう形で今日は進めていきます。

初めに、公立保育所の統合・建て替えについて、当局の説明を求めます。

永榮こども政策課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 それでは、公立保育所の統合・建
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て替えについて御説明申し上げます。資料の順番が前後しまして恐縮ですが、まず初めに、

資料の４ページをお開きください。この資料は、第２期米子市子ども・子育て支援事業計

画のうち、公立保育所建て替えに係る個別構想に係る部分を抜粋して載せたものでござい

ます。本個別構想につきましては、平成３０年９月２６日に開催された当時の常任委員会

であります市民福祉委員会で御説明させていただいているところでございまして、その後、

同年９月から１０月にかけて、市内の公立保育所全園の保護者を対象に、本個別構想につ

いて説明会を開催したところでございます。その後、本市では、本個別構想に基づき、公

立保育所の統合・建て替えを進めているところでございます。本年４月に、米子市淀江保

育園と米子市宇田川保育園とを統合した米子市淀江どんぐりこども園が開園しました。ま

た、同時期に、米子市春日保育園と社会福祉法人米子福祉会の運営する巌保育園とが統合

し、米子福祉会立の箕蚊屋保育園が開所したところでございます。このたびは、その下の

赤枠で囲っております西保育園、ねむの木保育園、東保育園、南保育園、この公立４施設

の統合・建て替えにつきまして、その時期等、今後の見通しについて御報告申し上げるも

のでございます。

資料の１ページにお戻りください。２の統合・建て替えの概要の記載に沿って、各園の

統合・建て替えの概要について御説明申し上げます。まず、東保育園ですが、既に御案内

のとおり米子市立啓成小学校の改築に併せまして、同校と同じ敷地内に本市初の幼保小連

携型の施設として建て替え整備することとしております。こちらは同園単独での建て替え

となります。建て替え後は、淀江どんぐりこども園と同じ幼保連携型認定こども園とする

こととしております。開園時期は令和７年４月を予定しております。当初は、令和６年度

の開園に向けて準備を進めておりましたが、建設予定地に遺跡があることが判明したこと

から、発掘調査を行う必要が生じたため、開園時期が１年程度後ろ倒しとなることとなり

ました。定員は１５０人を予定しております。

新しい園の特色としましては、小学校と隣接して幼保小の連携の強化を図るとともに、

地域子育て支援センターを併設し、地域の子育て支援の拠点とすることとしております。

また、一時預かり保育につきましては、現在の東保育園においても実施しておりますが、

新しい園においても引き続き行いたいと考えております。

次に、西保育園、ねむの木保育園についてですが、こちらは両園による統合・建て替え

を予定しております。設置場所は現在の西保育園の敷地に建設する予定です。建て替え後

は、こちらも幼保連携型認定こども園とすることとしております。開園時期は、令和８年

４月を予定しております。定員は１２０人を予定しております。

新しい園の特色としましては、現在、公立においては医療的ケア児の受入れを南保育園

で行っておりますが、南保育園の民営化に伴い、統合・建て替え後は本園で受け入れるこ

とを考えております。医療的ケアが必要な子どもの受入れ体制をより整えるとともに、鳥

取大学医学部附属病院や鳥取県医療的ケア児等支援センターなどの関係機関との連携の迅

速化、円滑化を図りたいと考えております。また、同園においては新たに一時預かり保育

を行う予定にしております。

最後に、南保育園についてですが、こちらは社会福祉法人米子福祉会の成実保育園との

統合・建て替え民営化を予定しております。新たな園の運営は米子福祉会が行います。設

置場所は、米子市立明道小学校と同じ敷地内とすることを考えております。園舎の建設は
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米子福祉会が行われます。建て替え後は保育所となる予定です。開所時期ですが、令和８

年４月を予定しております。定員につきましては、今後、本市と米子福祉会とで協議の上、

米子福祉会が決定されることとなりますが、現在の南保育園と成実保育園の利用人数から

１３０人程度になるものと見込んでおります。

新しい園の特色としましては、小学校と隣接して保小の連携の強化を図るとともに、地

域子育て支援センターを併設して、地域の子育て支援の拠点とすることとしております。

また、一時預かり保育につきましては、現在の成実保育園においても行われておりますが、

新しい園においても引き続き行われる予定です。

これらの統合・建て替えを行うことにより、次代の社会を担う就学前の子どもたちが安

心して、健やかに伸び伸びと生活し、集団生活を通して学ぶことができる環境を持続的に

提供する体制を整えるとともに、幼保小の連携、地域の子育て支援及び特別な支援が必要

な子どもへの支援体制の強化を図っていきたいと考えております。

なお、各園の保護者へは、明日１４日から２４日までにかけて、各園２回ずつ説明会を

開催することとしております。また、各園が所在する地域へは、各地域ごとにそのやり方

を相談しながら、説明をさせていただくこととしております。また、南保育園の統合相手

となる成実保育園の保護者及び地域に対しましては、米子福祉会が説明を開催されること

となっております。

新しい園を造るに当たっては、保護者や地域の皆様に御意見をいただきながら、子ども

たち、保護者、そして市民の皆様にとって、よりよい園となるようにしていきたいと考え

ております。

説明は以上でございます。

○土光委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様から、御意見、御質問を求めます。

錦織委員。

○錦織委員 幾つか質問させてください。西保育園とねむの木保育園の幼保連携型認定こ

ども園にするということなんですけども、これまで西保育園では１２０の定員と、ねむの

木保育園は５８人の定員で、ねむの木はゼロ歳と１歳児のみだったんですよね。それで、

これ統合して１２０人の予定になってるんですが、その中の定員のそれぞれの年齢の割合

はどういうふうに今計画しておられますか。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 これからこちらのほうは決めて

いくことになりますが、今の予定で言いますと、ゼロ歳児が９名、１歳児９名、２歳児１

２名、３歳児３０名、４歳児３０名、５歳児３０名、合計１２０人ということで、現在の

ところ予定をしておりますが、今後の需給状況とかも踏まえて、こちらは柔軟に検討した

いと思っております。

○土光委員長 錦織委員。

○錦織委員 まだ、令和８年ということなので、いろいろ調整ができる時期だと思うんで

すけど、そういうことになると、今の計画では、ねむの木保育園の５８名、ゼロ歳、１歳

児が１８名しか受け入れないということになるんですね。そうすると、４０名はどこに行

くのかって。米子市の方針としては、もう民間に行きなさいということなのかもしれない
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ですけども。

私自身３人の子をねむの木保育園にお世話になってまして、非常にきめ細かい、ゼロ歳、

１歳っていう、本当に赤ちゃんなので、本当にきめ細やかな保育してもらってありがたか

ったし、それから、その当時あったかどうかちょっと忘れたんですけども、月１回の管理

栄養士の方から食事の相談っていうんですか、そういったこともされていて、特に離乳が

始まったりとか、そういうときのこととは、ほかの３歳児以上、２歳から５歳児ですか、

そことの保育っていうのはちょっと保育の質っていうか、違うと思うんですね。

それと、例えば園庭だとか、プールだとかが、どういう格好になるのかっていうことも、

ねむの木だとか、西保育園だとか、東保育園だとかの大きい子の保育園とは違うんですよ

ね。だから、それを、今の西保育園のあの敷地の中で完結しようと思ったら非常に難しい

と思うし、とても今のねむの木でやっておられるような保育がちゃんとできるのかなとい

うふうに、赤ちゃんのまだちっちゃい子と少し大きくなった子と一緒になる、そういう危

険性というのもあると思うんですね。だから、ここは、しっかりちょっと考えていただき

たいと思うんですけども。今の保育園の敷地って、私、園庭狭いと思うんですね。あそこ

に、小さい子用のプールを造ろうとか、そういうこと考えた場合に、そう思うんですけど、

どうなんでしょうか。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 敷地内で小さい子と大きい子が

一緒に過ごすっていうところで、安全性とかというお話なんですけど、そちらのほうはま

だこれからの設計とかに、これから入っていくところで、その辺もしっかり踏まえながら

考えていかないといけないと思っているとこなんですが、例えばプールとかも、建物の２

階とかを活用してっていう考えもありますし、その辺いろいろ工夫しながら、安全性の保

てたいい施設にしていきたいとは考えております。

○土光委員長 錦織委員。

○錦織委員 私は、非常に危ないし、心配だなというふうに思います。指摘はここまでに

しておきたいんですけども。

それと、南保育園ですね、今回、統合して民間にするということなんですね。統合され

るほうが、されるほうがっていうか、成実が５０で、南保育園が今９０人で、一緒になる

っていうことなんですけど、これも明道小学校の敷地、グラウンドのところになるんだと

思うんですけども、今、東保育園、今度１５０の定員、今いる３０人定員多くなって、啓

成小学校と同じ中に入るんですけど、やっぱりグラウンドがかなり狭くなるなという印象

を受けます。そういうことから考えると、もう東保育園のほうはどうにもならんかなと思

うんですけど、南保育園のほうは、まだまだこれからというところなんでしょうけど、そ

の大きさの問題もありますが、なぜ米子市の敷地内に民間の保育園ができるのかっていう

のが、私、ちょっと理解ができないんですけども。建てるのは福祉会だっていいますけど

も、敷地は米子ですよね。買ってもらうわけじゃないんですよね、敷地を。この点どうな

んでしょうか。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 南保育園の新しい統合園の敷地

につきましては、貸付けを考えております。
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○土光委員長 錦織委員。

○錦織委員 貸付けということですね。賃料で土地を年間で幾らということで貸し付ける

ということですね。例えば、箕蚊屋保育園の敷地は箕蚊屋保育園の敷地、福祉会の敷地だ

と思うんですけど、この同じ保育園、物の考え方として米子市の敷地に米子市が民営化を

お願いするほうですよね、一緒にして。そこに、運営主体は福祉会なんですけども、こう

いう例ってありますか。民間にして、その敷地は貸してあげて、何か県内の市町村でそう

いう例ってあるんでしょうか。私、ちょっと分からないで聞くんですけども。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 先ほどのお答えで貸付けと言い

ましたんで、ちょっと誤解があったかと思うんですけど、こちらは無償での貸付けを考え

ております。

例といいますか、現に、福祉会の土地、無償で貸し付けているっていう土地も本市でご

ざいます。

こちらの無償貸し付けするというところなんですけど、社会福祉法人が社会福祉事業に

活用するというところで、社会福祉法の第５８条に、地方公共団体は必要があると認める

ときは、通常の条件よりも有利な条件で財産を貸し付けることができるというような規定

がございまして、今回、本市の統合・建て替えの計画に伴う統合でございますので、無償

での貸付けを予定しております。

○土光委員長 錦織委員。

○錦織委員 最後にしますけども、この南保育園、これを福祉会に運営してもらうという

ことで、職員は何名減るんですかね、園長さんを含めて、米子市の職員は。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 申し訳ありません、今、ちょっと

職員数は、こちら手元に資料ございませんので、また後ほどお返事させていただきます。

○土光委員長 だから、職員数については資料の形でということですか、錦織さんとして

は。

○錦織委員 今、分からなければもういいです。私も調べます。皆さんに、この場でばっ

と聞いてほしかったから聞いたまでですから。

○土光委員長 それに関しては分かりました。

○錦織委員 以上です。

○土光委員長 ほかに。

安達委員。

○安達委員 すみません、隣の錦織委員と重なって、重複は避けたいと思うんですが。最

後の部分で、南保育園について錦織委員が質問された貸付けって答えをされたと思うんで

すが。昔で言うと、教育財産施設を使う際には、他団体が、行政許可で貸付けをするんで

すか、行政財産の使用許可じゃないんですか。昔人間でちょっとそこが分からないんです

が、昔だったら、行政財産の許可っていう手続を取ったと思うんですが、今は貸付けがで

きるんですか。そこをちょっと教えてください。

言ってることが分かりませんか。行政財産は、許可申請で許可しますよね。他団体が行

政施設を使う際に、行政財産あまり貸付けっていうのをしないんですよね、普通。自分も
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昔、行政財産を他団体が使いたいって言ったときには許可をしてたと思うんですが、今、

法律が変わって貸付けができることになったんですか。そこをちょっと教えてください。

○土光委員長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 南保育園予定地のところですが、現在、学校の施設となっており

ますので、教育委員会の所管の行政財産という位置づけでございます。このたびの保育園

の建設に当たりましては、この所管替え、行政財産から普通財産に所管を替えまして、そ

こからの貸付けという手続になろうかと思いますが、行政財産そのものから貸付けという

のはできないルールになっております。以上です。

（「分かりました。」と安達委員）

○土光委員長 安達委員。

○安達委員 そこのところが、財産の所管替えっていうですかね、その手続を取るという

ことですね。分かりました。

それと、今回、３施設がこのように予定ということで、予定という言葉と想定という言

葉を使い分けておられますが、そこのところも聞きたいんですけれども。３施設を今後こ

のようにしたいということですけれども、何点か続けて聞かせてもらうんですが、この東

保育園でしたら１５０人予定、次は、西とねむの木が予定ですよね。その次、今言った南

保育園は想定という使い分けをしておられますが、この想定、予定をどのような使い分け

で、このように明記されたのか、計画されたのか、教えてください。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 こちらの建て替え後の定員の予

定と想定の使い分けというとこなんですが、こちら東保育園の建て替え後の園と、西、ね

むの木保育園の建て替え後の園は、公立で建て替え後運営しますので予定ということで、

本市が決めるというところで予定としております。南保育園につきましては、統合後は民

営化というところで、米子福祉会さんがこの定員については決定されますので、予定とい

うよりかは想定ということで、そういう言葉の使い分けをしておるとこでございます。

○土光委員長 安達委員。

○安達委員 すみません、なかなか分かりづらいところがありますが、今後の予定の中の

大くくりで考えたいと思いますので、そこは後でまた今後のことを教えてください。

それと、これからの運営をそれぞれ分けて、いわゆる建て替え後の保育施設の分類って

いうところで、幼保連携型認定こども園、それぞれ分けておられますが、この分けた理由

っていうのは、自分が思ったのは、保育所という言い方で運営しないのか、分けられたそ

のそれぞれの施設の運営の在り方はどうやってこのように区分を分けられたのか教えてく

ださい。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 本市の統合・建て替えに係る方向

性としましては、この幼保連携型認定こども園というのを今後基本としておりまして、幼

保連携型認定こども園といいますのは、３歳以上の教育を受ける子ども、幼稚園機能と、

あと保育所機能、ゼロ歳から就学前の保育の必要な子どもを保育するという保育所機能、

これの合わさったものが幼保連携型認定こども園というものになるんですが、こういった

就学前の子どもを一体的に預かる施設を米子市としては整備していこうというところでや
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っておるところでございます。

南保育園の統合園がなぜ保育所なのかというところなんですが、こちらは米子福祉会さ

ん、今運営されているのは、全て米子市内で保育所のほう運営されておられまして、今、

ノウハウのある保育所としての運営でまずスタートして、子どもさんにとって安心な円滑

な統合を行いたいという考えの下、保育所としてスタートされるということで、予定で伺

っております。ただ、今後、こども園化についても検討されるというふうには伺っており

ます。

○土光委員長 安達委員。

○安達委員 後段の部分が少し分かりづらいですし、まだ要するに決まってない部分もか

なりあるというふうに理解しようとしたんですけども。それにしてもちょっと区分の仕方

が、市の主体的な考えが相手に伝わったのかどうかな、まだその段階にいってないのかと

いうところも含めて、もう少し具体的に決まった段階なら決まった段階でいいですが、今

日は答えられない部分があると思いつつ、またそこは報告なりで、こういう場で答えてい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。

それと、何点かもう一つ、すみません、聞かせてもらうんですが、この３施設の中で、

それぞれ、一番最後の特色というところで、子育て支援センターがあるないがありますよ

ね。ないところは近いところに子育て支援センターのそういった機能を持った施設がある

ために子育て支援センターを併設しない理由なのか、そこも教えてください。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 この子育て支援センターについ

て、西保育園、ねむの木保育園の統合園では、設置を予定してないというところなんです

けど、こちらまず、医療的ケア児の受入れという機能を担うというところが１点あります

し、あと、委員おっしゃいましたとおり、近くに東保育園のほうで子育て支援センター設

置します。あと、キッズタウンかみごとうのほうにもございますので、立地的にも考えて、

こちらのほうには設置を予定してないというところでございます。

○土光委員長 安達委員。

○安達委員 最後にしようかと思うんですが、最初のところで僕が質問した予定と想定の

違いがあるというところが、ちょっと自分も少し理解しようと思うんですが、３施設の中

で特に気になったのは、南保育園の在り方、運営の仕方の中で、学校では小学校１年生の

通学路というのが何キロぐらいってほぼほぼ説明されるんですが、保育園の通園距離とい

うのはどのように理解して、この建物施設を建設されようとしてるのか、少し気になりま

す。というのは、距離がどのように通われるのか分からんですけれども、今、保育園の運

営というのは、どこでも市内だったら、市外でも委託契約結べば通わされますが、その遠

さが、距離数が少し気になっておりまして、その辺はどのように今答えられるのか、お聞

きしたいと思うんですが、距離感というのは、どのように施設の建設を考えられたのか教

えてください。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 保育所施設の登園の距離感とい

うとこなんですが、保育施設につきましては、市内全域で１つの区域として見ておりまし

て、徒歩で通園されるお子様もいらっしゃるんですが、多くは保護者様が自動車などで登
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園されるっていうこともあります。そういうところで、小学校のような校区制ではないと

いうところで、登園距離というところでは保育所は設定、特にこういう登園距離という設

定はしておりません。

○土光委員長 ほかにありませんでしょうか。

田村委員。

○田村委員 さっき、安達委員からも出ましたけれども、私、地元、成実の問題ですので、

お話ちょっと聞かせていただきたいんですけど、まず、非常に遠くなるということに対し

て保護者の方が徒歩とか、いろいろ連れてくるということなんだけれども、市とすると、

要は乗用車で連れてくるというのが前提だというふうに考えていらっしゃるのですか、確

認です。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 乗用車前提ということではない

ですが、もちろん歩いてであったり、自転車であったり、いろんな交通機関で登園される

場合があると思いますが、自動車で通園される例が多いと思っております。

○土光委員長 田村委員。

○田村委員 私、知る限り、成実保育園なんか、手つないで、おじいさん、おばあさんが

連れてこられたり、お母さんが自転車の後ろ、前に積んで来られたり、そういうのよく見

ます。そういう方々が、これ約４キロぐらいあるんですけれども、新たな負担として父兄

の方に強いるということになる、この配置というのは非常にちょっと疑問ですし、部長に

も以前申し上げたことありますけれども、この中間地点、例えば美吉地区であるとか、そ

ういったところに建てるというような検討はされたのか伺います。

○土光委員長 景山こども総本部長。

○景山こども総本部長 その他の建設地を検討したのかというお話についてでございま

す。当然のことながら、この間、平成３０年にこういった構想を打ち立てました以降、何

年かかけまして、福祉会さんのほうとは、建設地の件につきましては検討を重ねてきてま

いりました。若干具体的に申しますと、おっしゃるとおり駅南のほうをまず、どうだろう

かというようなことで、市、そして福祉会さん共々、双方に探してきておりました。美吉

という地名が出ましたけれども、福祉会さんはそこも含めて、つぶさに探してきたという

ふうにお聞きしております。そういった中におきましても、なかなか適地が見つからなか

った。それは最近の確認でも、田村委員さんからお話も若干いただいておりましたので、

そこの確認も含めて、お話を聞いておりましたけれども、やはり難しいというところから、

そうであれば、この今回啓成小学校が建った、その次に、東保育園をという計画を本市の

ほうがしておりますけれども、ちょうどこの近年、小１ギャップというような課題が非常

に多く出てきておりまして、保幼小の連携が必要になってきた。そういった課題も含めま

して、市内で一番広い敷地であります明道小学校のグラウンドに、ということをお考えい

ただいてはどうかということを御提案申し上げ、その趣旨に賛同いただいたという経過が

ございます。以上です。

○土光委員長 田村委員。

○田村委員 保幼小の連携ということであれば、この成実保育園に通っていた子どもたち

が明道に通うということになると、そこで連携をされてしまうということになると、現在
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ある成実小学校に入ってきてくれる子どもたちが、いわゆるアイデンティティーがもう明

道のほうに持っちゃうんじゃないかという危機感を非常に私は持っております。すなわち、

現在の地元の話ししちゃうと、旧１８０号線を奥谷から先、美吉地区、ここまでが成実地

区なんですね、公民館の地区で。いわゆる小学校の校区でいうと、成実の地区なんですけ

れども。最近、この美吉地区については、目が市内のほうに向いちゃって、背中にある成

実地区、地元である成実に目が向かないということが今、既に起こっておりまして、本来

成実小学校に通う子どもたちが、もう現在、明道に通っているし、中学校ももうそっちの

ほう志しちゃう、尚徳に行かないというようなことになっております。

今回の、先ほどおっしゃったような幼保小連携ですか、そういったことで、その子ども

たちがくくられちゃうと、この成実地区の未来を担ってくれるであろう子どもたちがその

地元の風光明媚なところで生き生きとということから、もう都会ですよね、そっちのほう

にもう憧れちゃって、そっちのほうにいっぱい友達ができてしまう。そういうことで成実

小学校、ましてや尚徳中学校も通わない、そういったことが出てくるんじゃないかと私は

危惧をしております。当局はどのように思っておられるのか伺います。

○土光委員長 景山部長。

○景山こども総本部長 補足して申し上げますと、保幼小連携と申し上げましたのが、必

ずしも、例えば、先に建ちます啓成小学校、東保育園のほうですが、東保育園の子どもさ

ん方が啓成小学校に上がるというものではございません。先ほど永榮補佐のほうが御答弁

申し上げましたとおり、米子市におきましては、全市１区という考え方の下、保護者さん

の就労支援施設でございますので、いろいろな、例えば勤務先に近いがいい、途中がいい、

はたまた御自宅に近いがいいということで、御選択をいただく。そんなふうに提供してい

るという状況であります。ですので、今度の統合園が明道小学校の敷地に入った場合に、

間近で小学校のお兄さん、お姉さん方の過ごす姿を見られる子どもたちが、ぜひ地域の小

学校にスムーズに入学して、つまずくことなく小学校生活を送っていただけるように、そ

んなふうな施設として隣接させたいというような思いでございました。

そして、成実の保育園の園児さんが、そのまま統合園に上がられるかと申しますと、そ

こにつきましても、毎年、入所の申込みをいただいておりますので、例えば、新たな保育

所の配置図、それは公立も私立も、そして幼稚園とか様々な、今、保育施設等がございま

すので、それらを御覧いただきながら選択をしていただければありがたいなと思っている

ところでございます。以上です。

○土光委員長 田村委員。

○田村委員 分かりました。実施事業者の福祉会さんの了解ということであれば、これは

もうしようがないのかなと思うんですが、この新園舎が明道小学校のグラウンドにできる

というような形になっておりますが、今現在、道路とグラウンドの間には非常に高いフェ

ンスがありますよね。あの高さでボールが行き交う、飛んでっていうようなことを考えま

すと、どのような、新園舎との間にそういう危険回避の柵、どういったものが考えられる

のか、もしそれがあるのかないのかによっては、例えば明道小学校の子どもたちが思いっ

切りボールも蹴れない、野球もできない、そういうグラウンドになってしまう、そういう

ことも、私考えられるなと思うんですが、見解を伺います。

○土光委員長 永榮課長補佐。
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○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 例えば、今、先に進んでおります

啓成小学校の、新しい東のこども園のところなんですけど、今、実施設計中で、まだこれ

から決めていくところではあるんですけど、予定としては、グラウンドと園舎との間に高

いフェンスを置いて、小学校のボールですとかが飛んでこないように、安全は確保したい

という設計で進んでおります。明道小学校につきましても、グラウンドと隣接ということ

になりますので、同じような考えでやっていきたいと思っております。

○土光委員長 田村委員。

○田村委員 最後にいたします。既に部長の報告によりますと、自治連合会であるとか、

公民館とか、報告されて、了承、是としていただいたということを聞いておりますけれど

も、一番心配なのは、やはり父兄の方がどのような反応されるのかなということは非常に

心配をしております。私、さっき言ったような、子どもたちがなじみのある、そういった

明道方面に目が向いちゃうんじゃないかというような懸念もあると思いますし、そこの辺

りの説明等は地域に対してしっかりと継続して行っていただくように要望したいと思いま

す。以上です。

○土光委員長 ほかにありませんでしょうか。

先ほど、保育園などは全市１区として考えてというお話を伺いました。新し

い園がどこにできるかに関係なく、例えば、保護者の方の要望とか、あと保育士さんの要

望とかを聞くというのは、そこに入るか入らないかにかかわらず、今どういう御不便を感

じておられるのかということを聞くといいのではないかなと思ったんですが、そういった

アンケートなどの予定はありますでしょうか。

○土光委員長 永榮課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 保護者様に対してですけど、明日

１４日から２４日までにかけて、各園２回ずつ、保護者様に対して説明会を開催する予定

にしております。これは、今回言ってみればスタートみたいなものですので、今後も事業

の進捗具合に応じて、保護者様へ説明させていただいて、御意見を伺う機会を設けたいと

思っております。

○土光委員長

説明会で説明を聞いて、それに対してというよりも、今現状で保育園に通わ

せていらっしゃる保護者さんとかの御要望とか、御不便を感じている日常のことを、先日

のようなウェブアンケートなどで拾い上げたらどうかなと思いましたので、説明会以外の

方法も考えていただけたらと思います。以上です。

○土光委員長 ほかにありませんでしょうか。

〔「なし」と声あり〕

○土光委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

民生教育委員会を暫時休憩いたします。

午前１０時４２分 休憩

午前１０時４４分 再開

○土光委員長 民生教育委員会を再開いたします。

次に、令和４年度米子市成人式典について、当局の説明を求めます。
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毛利生涯学習課長。

○毛利生涯学習課長 それでは、お手元の資料に基づいて、令和４年度の米子市成人式典

について開催の概要を御説明したいと思います。

その前に、ここまでの経緯というところで１点御説明を申し上げたいと思うんですけど

も。本年の４月から民法が改正になりまして、成年年齢、これが引下げになりました。こ

れに伴っての米子市の式典参加者についてなんですけれども、米子市では対象の年齢を二

十歳とすることを令和２年８月に方針として決定いたしまして、議会にも令和２年の９月

議会に御報告を申し上げているところなんですけれども、年数がたっておりますので、そ

のときの考え方を１点お話をしておきたいというふうに思います。

これまでの本市の成人式は、本市で生まれ育った二十歳の若者に対して開催をしてきた

という経過がございます。それが、令和４年の４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げ

られることを受けて、令和４年の１８歳となる方及びその保護者に対して、成人式に関す

る意識調査を行いました。その結果、１８歳の時期というのは受験や進学、就職等で負担

が大きい、そういう意見がありまして、できれば二十歳で開催してほしいというような大

きな要望がありました。

本市としては、参加される当事者の意見を最大限に考慮し、当面の間は当該年度に二十

歳となる方を対象とする式典を開催することとしたいと、そういう考え方をまとめまして、

令和２年のほうに御説明申し上げているという経過がございます。

それを受けまして、資料に戻っていただきまして、令和４年度の米子市成人式典につい

てということを御説明したいと思います。まず、名称なんですけれども、名称につきまし

ては、「米子市二十歳を祝う会」というふうに名称を変えさせていただきたいと思います。

変更に当たっては、対象者が２０歳、二十歳を迎える方であること、それから、対象者を

祝福する式典であるということから、成人式ではなくこの名称としたいというふうに思っ

ておるところでございます。

開催の概要につきましては、そちらに書いてあるとおりでございます。社会に羽ばたく

青年を祝い、激励し、より深く社会人としての自覚を促すということを目的としまして、

ふるさとへの愛着の醸成を図りたいと思っております。

日時は令和５年の１月の３日、午後２時から３時３０分、会場は米子コンベンションセ

ンター多目的ホールでございます。本年度の対象者ですけれども、令和４年１０月１日現

在で米子市に住民票を有する平成１４年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた

方ということになっております。この方に対して案内状を１０月末をめどに発送する予定

にしておるところでございます。

１点、新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、鳥取県新型コロナウイルス感

染拡大予防対策ガイドラインに基づく感染予防対策というのを講じていくというところに

しまして、参加者が参加しやすくなるように、安心安全な環境で開催することというのを

大事にしていきたいというふうに思っているところでございます。

資料及び説明は以上でございます。

○土光委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様から質問、意見等求めます。ございませんでしょうか。
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前回も新型コロナウイルスの対策をして開催されたと思いますが、その後、

何か、それがきっかけで感染が広がったとかいうことは特になかったでしょうか。

○土光委員長 木嶋生涯学習課生涯学習担当課長補佐。

○木嶋生涯学習課生涯学習担当課長補佐 先ほどの感染についてのお話ですけれども、昨

年、１０月に延期したものをまず開催しました。本年の１月にも通常のものもさせていた

だいたんですけれども、どちらも感染対策は十分にさせていただいて、その後広がったっ

ていうことの報告はいただいておりませんので、そこは十分できていたと考えております。

以上です。

○土光委員長 ほかに御意見、御質問等ありませんでしょうか。

〔「なし」と声あり〕

○土光委員長 特にないようですので、民生教育委員会を暫時休憩いたします。

午前１０時５０分 休憩

午前１０時５２分 再開

○土光委員長 民生教育委員会を再開いたします。

あと、協議したいことが２件ありますので、一つは、今資料をもうお配りしました。視

察についてに関して、ちょっと説明、それから質問等をしたいと思います。

それからもう一つは、前回９月の民生教育委員会で、特に陳情に関しての審議の進行に

関して、その当時、議長から進行に関して違和感があるというふうな考えを聞きましたの

で、これについて皆さんに説明をして、皆さんの意見をお伺いしたいと思います。

では、最初に視察についてということで、今、行程表を配りました。これ、もう今日が

最後で、１０月３１日、特にこの間、改めて打合せ等はないので、そういう前提で質問等

があればお願いします。

まず、日程に関しては、事務局でいろいろ御足労いただいて、一応確定しました。これ

で行います。まず、出発のときに、８時５５分、これは変更ないんだよね、はい。だから、

集合時間を決めたいと思います。この出発時間から４０分前ということで、そうすると、

８時１５分ということにします。８時１５分。場所は、荷物検査をする前、入る前の、ち

ょっと売店があったり椅子があったりしますが、２階です。２階の荷物チェックをする、

入る前のところで集合時間８時１５分ということでお願いをしたいと思います。

それから、チケット等は事務局、土井さんがまとめて持っていますので、こちらとして

は特に準備は不要です。チケットはまとめてそこで持っています。それが出発時間に関し

てです。

それから、最終日ですが、１１月２日、羽田空港１８時２０分、これは２５分なんだよ

ね。月が変わって少し時間が変わりますので、ちょっと修正をお願いします。羽田空港は

１８時２５分です。到着も、これも５分プラスかな。５０分ですね、失礼しました。到着

は１９時５０分、ここは修正をお願いします。

この最終日、この日は午前中、八王子市の視察ということで、これが、もう基本的には

午前中に終わります。行程表には行く行程を書いていますが、要は、昼で終わっちゃうの

で、直接あるところで、もう自由に、間に合うように来てくださいというふうな、一言で

言うと自由行動みたいな。だから、終わった後で食事とかして、あるところで羽田空港が

１８時２５分発なので、もうそこに間に合うようにというふうにしてもいいのではないか
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というふうに私は思っています。実際、もしそういうふうにするのだったら、もう集合時

間を、これはもうチェックインして搭乗口前、そこに３０分前ということで。だから、１

７時５５分か。というふうに考えています。ちょっと御意見をお聞かせいただければと思

います。

あと、こちらから説明することありますか、何か。

（「ありません。」と声あり）

土井さん、こちらから説明することあれば、ちょっと追加でお願いします。

○土井議事調査担当主任 ここには昼食のこととかを入れておりますけれども、これはあ

くまでも想定でありまして、１０月３１日の初日は羽田空港で昼食というふうにしており

ますけれども、ここで昼食を取らずに上尾まで行って、上尾で昼食ということも可能でご

ざいます。それと、１１月１日の真岡駅というのは、時間的にはもうここで、真岡駅近辺

で昼食がいいのではないかということで、想定で書いております。１１月２日の八王子で

すけれども、八王子市役所での視察が１２時までですので、この近辺で昼食もあり得ます

し、八王子駅のところまで戻りましてそこで昼食ということもありますし、その都度都度

で御相談させていただければというふうに考えております。以上です。

○土光委員長 こちらからは、とにかく、今日が全員で直接顔を合わすのは最後なので、

とにかく集合時間、８時１５分、米子空港の２階の荷物のチェックする前の場所、そこだ

けは確認をしてください。

あと、これに関して質問等あればということで。

安達委員。

○安達委員 最近、公共交通乗ったことないんで、特に飛行機がちょっと危ういなと思っ

て聞きますが、１０月３１日、２階の搭乗手続前で集合ということを確認させてください。

○土光委員長 はい、そうです。

○安達委員 はい、分かりました。

それと、最終日、羽田に乗る搭乗手続前の時間がすごくありますよっていうさっき説明

あったんですが、この公共交通ルートを使わない場合はどうなるんですか。自分は、じゃ

あ、八王子の市役所終わったら、さよならで、羽田で会いましょうねまでは自由に考えて

いいんですか。ちょっと危ういんじゃないかなと思って。

○土光委員長 集合時間は、とにかく米子空港の２階の荷物検査をする前、椅子とか並ん

でますから。

（「保安場の前。」と声あり）

名前は、保安場前です。

それから、最終日で、視察自身は午前中で、だから、午後はもう帰るだけということに

なって、私は先ほど自由時間というふうに言いました。それでいいのではないかと考えて

います。危うさはあるけど。

（「チケットは・・・。」と声あり）

チケットはもうこの時点では各自に渡してます、当然。荷物チェックとか全部するから、

チケットは各自で持ってることが前提です。

○安達委員 いやいや、チケットっていうのは。

○土光委員長 航空券です。
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○安達委員 ＪＲなんかのチケットをもらっちゃうってことですか。

○土光委員長 すみません、私が今言ったチケットは航空券のことです。

○安達委員 だから、私が聞きたいのは、ＪＲのチケットはどうなるのかなと思って。

○土光委員長 もし自由行動だったら、チケットも準備しよう、行程も確定できないので、

そこは特に、もう御自由にというふうに考えてますが。

○安達委員 いやいや、事前に買わないんですか。土井さんが用意しない。そこははっき

り……。

○土光委員長 自由行動だったらそうなります。

○安達委員 いやいや、だから、自由行動にしちゃうと、この予定は白紙だということで

すよね。そこをはっきりしてください。

○土光委員長 田村委員。

○田村委員 まず、横浜駅の時点で、もう京急のチケットを配ってもらったらいいんです。

その後、横浜から自由にしたらいいと思うんです。要は、八王子から横浜までは皆さんで

移動して、そこで各自チケットをもらって、そこからＪＲで行こうがバスで行こうが、そ

れはそのチケットでターミナルまで来てもらえる状況はつくって、その後、ｅチケットで

搭乗カウンターのとこまで集まるということだと思いますよ。

だから、ちょっと安達委員もいろいろ何か錯乱されとるけども、横浜まではみんなで一

緒に行ったらいいんじゃないでしょうか。よろしいですか。

（「そういうことは意思統一してほしい。」と声あり）

○土光委員長 今の田村委員の言われたのは、横浜駅まではみんなそこに行く。そこで。

○田村委員 そこでもうチケットをもらって、京急の電車のチケットをもらったら、その

後はもう自由にしてでいいんじゃないですか。もうそれでいいじゃないですか、もう。今

言うことじゃないよ、これ。

○土光委員長 失礼。ちょっとその前に、これは最終日じゃなくて、公共交通で移動にな

るので、これの移動は基本的にＳｕｉｃａ、ほかの名前もあるかもしれないけど、ＩＣカ

ードでいいのではないかと考えてます。もちろん、持ってなくて乗車券買ってもいい。だ

から、これはもう、各自、御自分のです。だから、事前に幾らか前渡しをして、各自これ

は１日目、２日目も含めて、もう各自のＳｕｉｃａでやって。

(「ちょっと待って、待って。」と田村委員)

後で最終的に精算というふうにすると、今の最終日の京急エアポート急行も、もう、要

はチケットなしでＳｕｉｃａでというふうになります。ということでよろしいでしょうか。

田村委員。

○田村委員 Ｓｕｉｃａは、今の議員が、全員じゃあＳｕｉｃａ持ってますよって多分な

いと思うんですけれども、私、以前、委員会視察行ったときに、事務局からＳｕｉｃａ渡

されてるのを実は今まだ持ってるんです。それを使ってよいのかどうかということと、そ

ういうのは、そういう状況ってみんなはそうじゃないと思うので、統一して事務局が、い

わゆる、朝、米子空港の時点でもうＳｕｉｃａをそろえてお渡しをいただくというふうに

言っていただければ、今みたいな話ってないんじゃないですかね。

○土光委員長 はい。

○土井議事調査担当主任 すみません、Ｓｕｉｃａなんですけれども、Ｓｕｉｃａは米子
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駅ではちょっと買うことができませんで、ＩＣＯＣＡでしたら御用意はできる。

○田村委員 ごめん、Ｓｕｉｃａ、ＩＣＯＣＡっていうのはもう何でもいいんだけど。

○土井議事調査担当主任 ＩＣＯＣＡでしたら御用意はできるんですけれども、ＩＣＯＣ

Ａがちょっと京浜急行が使えるかをどうかまではちょっと把握をしてないので、それは調

べさせていただきます。それで、Ｓｕｉｃａを事前にお持ちの方は、政務活動費とは別の

Ｓｕｉｃａをお使いいただきたい。政務活動費は専用で政務活動費用に使っていただく、

視察等で使っていただくＳｕｉｃａというのは別に御用意していただくことになりますの

で、委員会で使うＳｕｉｃａはまた別のものというふうにお考えいただきたいと思います。

Ｓｕｉｃａにつきましては、もう既にお持ちの方はそれでお使いいただくという考えで

おりまして、お持ちでない方は事務局のほうでチケットを購入してお渡しするということ

を考えておりました。それで、Ｓｕｉｃａをお持ちの方については、そこに必要な金額に

ついては事前にお渡しをしまして、チャージしていただいてお使いいただくということを

考えております。以上です。

○田村委員 ちょっと、統一したほうがいいんじゃないですか。

○土光委員長 というふうに考えていたんですが。

○田村委員 統一したほうがいいんじゃないですか。

○土光委員長 田村委員ので、もう統一したほうがすっきりするかなということで、ＩＣ

ＯＣＡというのはここで準備できる。でも、Ｓｕｉｃａは準備できないということなの。

○田村委員 いや、一緒、一緒。

○土光委員長 一緒。

○田村委員 交通系ＩＣカード、みんな一緒です。ＳＵＧＯＣＡもみんな一緒、ＩＣＯＣ

Ａも。

○土光委員長 だから準備できる、こっちで。

（発言する者あり）

○田村委員 なら、それでいいじゃん。

（発言する者あり）

○土光委員長 できないんですか。

○田村委員 何を、いや、Ｓｕｉｃａこだわるなら、ＩＣＯＣＡでいいじゃん。交通系の

ＩＣカードなんでしょう。

（発言する者あり）

○土光委員長 分かりました。ＩＣＯＣＡは準備できると。それから、今、ちょっと土井

さんから、京浜急行はちょっと分かんないということでしたが、できるということを今確

認しましたので、じゃあ、もう、この視察のためにそれ用の専用のカードをこちらで準備

して、一定額もチャージして、準備して、それでやるということでいいですか。ＩＣＯＣ

Ａでいいみたいですから。

○土井議事調査担当主任 皆さんの分を御用意すればよろしいですか。

○田村委員 全員、全員。

○土光委員長 はい、全員分。

○土井議事調査担当主任 全員分を。

○土光委員長 もうそれ用の、専用の。
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○田村委員 もうそれでいいじゃん。

○土井議事調査担当主任 はい、かしこまりました。

○土光委員長 じゃあ、そうします、分かりました。

○錦織委員 それはまた回収してもらえばいいってことだね。

○田村委員 うん。

○土光委員長 ほかにこの視察について。

錦織委員、手挙げてなかったですか。いいですか。

○錦織委員 いいです、もう飛行機もみんな買って、準備してあるので。終わってから帰

るのが遅いなと思って。それだけのことです。

○土光委員長 ああ、それは。

○錦織委員 早い便がなかった。

○土光委員長 はい。

○錦織委員 いいです、いいです。

○土光委員長 いいですね。

○錦織委員 我慢します。

○土光委員長 じゃあ、視察については、とにかく集合時間はもうこれで。あとは随時相

談しながらというふうにやっていきます。それから、カードに関してはこちらでもう全員

分、それ用のを準備するということにします。

じゃあ、視察の件に関してはこれでよろしいでしょうか。

じゃあ、次の協議案件に行きます。

次の協議案件、今、資料をお配りしました、両面で表面は赤字が入ってるやつ、委員会

運営についての考えということです。これ、特に陳情の審議の仕方において、ちょっとま

ず説明をして、それから議長の考えもお聞きしたのでそのこともお伝えして、皆さんの御

意見をお聞きしたいと思います。

これは私としてという、私の考えで、いろいろ考えた結果ということなんですが、私の

基本的な考え方は、枠で囲んでます。これ、議会基本条例の第２条、議員間の議論を尽く

すよう、そういったことがなされるような委員会運営をできるだけやっていきたいという

のが基本的に私の考えです。

特に陳情審議に関してなんですが、赤字と黒字がありますが、黒字で書いてるのがこれ

まで行われてきた進行です。確認しますと、陳情に関しては、当委員会で７月議会で１件

ありました。それから、９月議会で１件ありました。７月議会はこの黒字で書いてる、そ

ういうやり方、このとおりに運営をしました。具体的には、陳情提出者の意見陳述がある

場合は、意見陳述をしてそれに対して質疑。それから、その後、ちょっと賛同人と書いて

ますけど、賛同議員ですね。賛同議員の理由、そして質疑、その後、執行部に対する質疑、

それが終結すると討論ということになります。討論というのは、もう賛否を表明して、そ

の理由を各委員述べる。要は賛否に関しての意見表明です。これが討論。その後、採決と

いうふうな進行。これまでずっとこういう形でやられていたと思います。この黒字のまま

の進行では、いわゆる、何か、議員間の議論の場がなかなか持てないというふうに、これ

は私の問題意識です。ということで、赤字の部分をこういうふうにしたらどうかというふ

うに私なりに考えました。
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実は、７月議会の陳情は従来どおりの進行をしました。９月議会の陳情の進行は、赤字

部分を考慮した進行をしました。具体的に言うと、一つは、参考人意見陳述、質疑、これ

はもう参考人に対する質疑だけなんですが、事実関係とか、ちょっと当局の考えを確認し

てから参考人質疑、そういう場もあるのではないかというふうに私は思って、参考人の質

疑のときに、その関連する範囲ということで、執行部の質疑も交えても構わないというふ

うな運営をしました。

それから、次は、執行部に質疑の後に、普通は即、賛成、反対、順番に言ってもらって

ます。討論になりますが、この間で少し委員間同士で、この陳情に関してやり取りをする

場があってもいいのではないかということで、これが赤字で書いている、そういう趣旨で、

討論に入る前にこういうふうにしゃべって、実際９月の場合はこのようにやりました。特

にそれが、意見とやり取りが終われば討論、そして採決。それから、最後の３つ目の赤字

に関しては、採決で陳情の採択する、採択しないが決定します。当然、その理由を委員長

報告。それから、実際の陳情者にもこうこうこういう理由でこういう結果になりました、

それをちゃんと文書で知らせています。特に不採択になった理由の場合は、これは、従来

というか、討論で不採択の理由をそれぞれ述べていただいてます。それを基に委員会とし

てこうこうこういう理由で不採択にしました、なりましたという説明をします。このとき

も、採決の後に、委員会として、特にこれ、陳情が不採択になったときのことです。どう

いう理由で不採択かというのを、基本的には討論で、各委員さんが反対の理由で述べたこ

と。この反対の理由、様々あるので、それの特にどれを取り上げるかというのを多少やり

取りをしてもいいのか。ここでは特に入れてほしい事柄の要望を委員から募る、そういう

場を設けてはいいのではないかというふうな考えからです。

というふうに、実際９月の陳情の審議はこういった赤字の部分も含めて進行をしました。

これに関して、その場で議長から、この陳情の審議の仕方に関しては違和感があるという

ふうな御意見をいただきました。先日、具体的にはどういう点で違和感があるかというの

を議長といろいろ話をしました。理由としては、ほかの委員会と同じような進行をしてい

ないというのが理由でした。

議長、これに関しては補足事項はありますか。違和感ということに関して。今の理由で

構いませんか。

議長。

○稲田議長 まず、このことを今日議論されることを委員の皆様に諮られたんでしょうか。

そこも違和感でございます。私は、このようなことは、このようなことというのは、土光

委員が御提案のこういったやり方はしないでくれとはっきりと申し上げております。今日、

この場に提出されてることから心外でございます。

理由といたしましては、先ほどお尋ねでしたのでお答えするならば、この民生教育委員

会が他の委員会、要は、総務政策委員会、都市経済委員会と違う審査方法をすることは、

私は認めるわけにはいかないということをしっかりとお伝えしておきます。以上です。

○土光委員長 だから、議長の言われる違和感というのは、他の委員会と進行のやり方が

異なるということでいいですね。

議長。

○稲田議長 ほかにもありますが、視点としてはそれ１点のみをお伝えしておるというこ
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とです。以上で終わります。

○土光委員長 これに関して、私としては赤字の部分を入れた形で、今後も陳情の審議を

やりたいというふうに私は思っています。理由としては、できるだけ議員間の議論、そう

いう場を設けたいというのが理由です。議長としては違和感がある。それから、今の発言

ではそういった進行は認められないというふうな議長の見解はありました。これについて、

基本的には委員会の進行ですので、委員の皆さんと合意を図りながらというふうな形で委

員会の進行は決まりますので、今日、こういう場を設けたのは、委員の皆さんの御意見を

お伺いしたい。委員の皆さんと話をしながら委員会の運営をやっていきたいというふうに

思いますので、今日この場で協議事件として今持っています。

委員の皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。

田村委員。

○田村委員 本日の民生教育委員会の式次第にないこの議案が、いわゆるゲリラ的に提出

をされておるんですけれども、これ、事務局、どうお考えなんですかね。だってこれ印刷

してくれてる。委員長でもいいけど。

○土光委員長 私から答えていいですか。

事前に式次第で、本当はその他とか入れるべきだったと思っています。ただ、前回の委

員会で、議長からそういった発言があって、これに関しては内容とかを委員の皆さんに説

明して協議する場を持ちますというふうなのはお伝えしています。それが今回というのは、

事前にアナウンスがなかったことは、それは私の落ち度だと思いますが、できるだけ早い

時期ということで今日を私は選びました。そういったことで、今日、協議事件として皆さ

んにこういう場を持ちました。もし、持つ場の手続云々で問題だというんだったら、一旦

この話はここで締めて、改めて時間を持つというのを考えます。

田村委員。

○田村委員 これについては、私も事前に委員長から何度かこういうのはどうだろうとい

うことで、私の私見は述べさせていただいておりましたが、おおむね議長が言っておられ

るとおりでありまして、いわゆる、土光委員長の民生教育委員会２０２２のオリジナルロ

ーカルルールとしてされたいのか、全体に、今、議長からも、いわゆる一つのルールにの

っとって全常任委員会が議論をして、それを報告を上げたものについてはいいんだけれど

も、そういうローカルルールで上がってきたものについては認められないという発言があ

りました。これ、私もそうだと思います。そういうのが各委員会の、いわゆる、２０２３

になったら、じゃあ、またこれどうするんだっていう話になってくるわけですし、委員会

として決めてしまったということが残ってしまいます。いわゆる、議決権も何も采配する

立場にない土光さんがそれをどうするかっていうこともできないわけであって、我々は、

あくまで各会派から選出をされて、この民生教育について議論をすると。そのパートなの

であって、そこの委員会運営がそこ独自のルールで行われるというのは、これをもしされ

たいのであれば、やり方とすれば、ほかの常任委員会も含めて議論をするべきであって、

我々にこれをどうでしょうかというのは非常に筋違いだと思います。委員長のこの案につ

いて、決を、議決されたらどうでしょうか。

○土光委員長 ほかに意見を募りたいと思います。

錦織委員。
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○錦織委員 唐突な感じはしましたけれども、もう少し整理して出されたほうがよかった

かなというのは思います。ただ、内容については、別に私はこのこと自体は違和感はなく、

討論に入る前に、言うと賛否を言う前に少し委員間のやり取りをしたほうが、私はよりい

いなというふうには常々思っていましたので、そういう提起はいいと思うんですけど、田

村委員らがおっしゃるように、それをここだけのものにして、今それで決めてしまうって

いうのはどうなのかなと。できれば全委員会で、こういうやり方がされたほうが望ましい

というふうに私は思います。

（「そうです。」と声あり）

○田村委員 ほかに御意見。

安達委員。

○安達委員 今、錦織委員も言われましたが、唐突感があり過ぎて、審議するっていうと

ころまで、ちょっと自分自身が及びつかないところがあって、発言が非常に厳しいんです

が、このことを協議することは、事前にやっぱり委員長、副委員長と相談されながらやっ

ていただきたかった。そういう考え方を出されることが、この場で突然されるっていうの

は非常に違和感があります。ということと、重なるかもしれませんが、ほかの委員会に関

わる部分かなりあると思ってますので、それなら議事運営も含めて議運とかで扱うべきも

のじゃないかなと思います。

それと、この場でこうやって議論を交わすことが公式なことになると、非常に私は違和

感を感じます。以上です。

○土光委員長 最後の、この場で議論すること、当然、議事録に残りますよね。

○安達委員 はい。

○土光委員長 それは、唐突云々ではなくて、この場でそういう議論をするものではない

という御意見ですか。

○安達委員 はい、私は。公式な見解が出されることが非常に危うく思いますので、そこ

は先ほど言いましたとおりです。

○土光委員長 ほかに御意見ございませんか。

この議会基本条例示していただいたんですけど、これには議員間の議論を尽

くすように努めることとあって、かなり前に決まったと思うんですが、この間、この議員

間の議論を尽くすための協議とか議論が全くなかったっていうことでしょうか。これは事

務局の方に聞いたほうがいいんでしょうか。

○土光委員長 そういった事実があったかどうかということですか。

皆さんが唐突感があるとおっしゃったので、全くこういうことが、今まで話

に上っていなかったのかなと思いまして、伺いました。

○土光委員長 私のほうから、私見になりますが、例えば、陳情の審議の今のやり方は、

議員間の討議をする場は私はないというふうに思っています。

それから、議員間討議に関しては、議会基本条例でうたわれていて、例えば、これは前

年度の議運ですが、議会基本条例の検証という議論をしました。その中で、議員間討議や

られてる、十分か不十分か、それから、どういうふうにやられてるか。そういった議論が
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なされた事実はあります。あと、補足があれば。

○松下局長 先ほど委員長が言われたとおりなんですけれども、補足的に申し上げますと、

この基本条例の検証の中で、この議員間討論が十分できているかどうかっていうことは御

協議はいただいたんですけども、じゃあ、その後、これについて具体的な新しいルールで

すとか、そういったものを決めましょうというような話までは出ておりません。以上です。

○土光委員長 ほかに。

分かりました。だから、ここでいきなり具体的なことを話し合うのではなく

て、もうちょっと議会全体の場で話し合ったほうがいいという御意見が出てるっていうこ

とで理解してよかったですよね。ちょっと経緯が分からなかったので、すみません、聞き

ました。ありがとうございます。

○土光委員長 田村委員。

○田村委員 、新人議員なのでこういう質問出るのかなと思うんだけれども、

議員間の議論というのは、各会派において会派総会というのが行われて、我々もやってお

りますし、他の会派もやっておられます。会派総会の中で、次の、いわゆる議決事項にそ

の会派代表として委員会に参加するに当たってどう臨むのかということは、とても議論を

しております。少なくとも我々は。反対もあり、中間の意見もあり、賛成もありという中

で、けんけんがくがくしながら様々なエビデンスを取り寄せたりして、最終的に着地点を

見いだして、それを持って委員会に参加してるという状態がありますし、私はそれが普通

だと思ってます。

先日、この話を委員長にしたところ、いや、うちはしてないからというふうに言われま

した。それは非常に不正常なのであり、その議論を経ずにこの場に臨んでるのかというこ

とは非常に危ういなというふうに思います。ぜひ他の会派に倣って、もうしっかりと、会

派としてどう臨むのかという議論をしっかり尽くしてこの場に参加していただきたいとい

うふうに望みますし、そうするべきだと思います。以上です。

○土光委員長 ちょっといいですか、今のことで、一つはこの、ここに、資料にあります

議会基本条例の第２条（３）、議員間の討議を尽くす、これ、田村委員の先ほどの発言は、

この条文を誤読、誤って読んでます。というのは、ここで言ってるのは、本会議及び委員

会においてという前提です。そこで議員間討議するように、そういう条文です。まずそれ

を申し上げておきます。いいですね。

それから、ほかに御意見があればお聞きしたいのですが。

田村委員。

○田村委員 今、違うとおっしゃいましたけれども、本会議及び委員会において、議員、

委員会及び市長から提出された議案並びに市民からの議案に関して審議し結論を出すこと

に当たっては、議員間の議論を尽くすように努めることと書いてます。分かりますかね。

本議会及び委員会でやれとは書いてません。そこで提出された提案、市民からの提案。そ

の提案について、だから、陳情であったり様々なものがこれに入ってくると思うんですけ

れども、それは議員間の議論を尽くすということです。読み間違ってますよ。

○土光委員長 じゃあ、先ほどの私の発言訂正します。間違えてると言いましたけど、そ

れは撤回します。解釈が違います、読み方が違いますということで。多分、これ、勉強会
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ありますよね。ちょっとそれは訂正します。分かりました。

もし御意見があればまずお聞かせいただきたいのですが。ほかで。発言がありますか。

〔「なし」と声あり〕

○土光委員長 そうすると、この場では、一つは唐突だというふうに、事前にもちょっと

お知らせをしていなかった、資料ももう議論をするその場でお配りしたので、唐突だとい

うのは、それはそのとおりだと思います。だから、まず、この議論を、今日はもうこれ以

上、唐突ということもあるので、改めて持ち越すかどうか。それとも、意見の中で、そう

いった議論は委員会の中でするんじゃなくて、議運とか何か、そこでやるべきだという御

意見もありました。

だから、まず、この議論をもうここで打ち切ってしない。それか、この議論唐突だとい

うこともあったので、改めてこれを議論をする場をこの委員会で設ける、どちらかという

ことをまず決めたいと思います。

それぞれに手を挙げてください。つまり、改めてこういった議論をこの委員会で持つと

いうのが一つ。もう一つは、こういった議論は委員会ではもうすべきでないので、委員会

ではもうしない、しないというのは結局、ある意味で私の提案、赤字の分、こういった工

夫でやりたいというのは、それはもうすぐはしない。ある一定のどこかで結論が出るまで

はしない、そういった意味が含まれています。その２つで諮りたいと思いますが、よろし

いですか。諮る中身は分かっていただけたでしょうか。それぞれに挙手をお願いします。

まず、この議論、改めてこの委員会の中で議論をするということで、改めて、ちょっと

時間を置いてしたほうがいい、すべきだという方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手…なし〕

○土光委員長 ゼロですね。一応、両方挙手をお願いします。

それから、こういった議論は委員会でするのではなくて、ここではもうこれでおしまい

にして、私の提案も、もうこれはすぐは実行しないで、改めて別の場でしてそれにのっと

ってやるべきだというふうに思われる方、挙手お願いします。

〔賛成者挙手…全員〕

○土光委員長 分かりました。じゃあそのようにします。

その他の事項で２件。ほかに何かありますでしょうか。

田村委員。

○田村委員 事務局にも、これ、十分注意していただきたいんですけれども、今みたいな

ゲリラ的ないわゆる議案っていうのは、もうやめていただきたいと思います。できればそ

の他事項として、何々についてというような記載をしたものを事前机上配付をいただきた

い。要望したいと思います。よろしいですか。

○土光委員長 松下局長。

○松下局長 そのように努めたいと思いますが、最終的には委員長なりにこの式次第って

いうのも確認をしていただきますので、できるだけそういった形で協議事件が事前に分か

るような形で記載に努めたいと思います。

○土光委員長 委員長からもその運営に関しては、そういうふうに、その他の事項であっ

ても事前にできるだけお伝えする、そういった進行をしたいと思います。ただ、例えばそ

の他の中で、こちら側は準備してなくても、委員の側から今こういう時期だ、こんなこと
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について、そういった提案は妨げるものではないということはお伝えしておきます。

ほかにありませんでしょうか。

〔「なし」と声あり〕

○土光委員長 では、民生教育委員会、閉会をします。

午前１１時３０分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

民生教育委員長 土 光 均


